
十和田市 法適用不利益処分個票 

1 

ID: 650  
担当部署: 健康福祉部 健康増進課  

処分の概要 助産の実施の解除 

法 令 名 

根 拠 条 項 
児童福祉法 第22条 

法 令 番 号 昭和22年法律第164号 

【基準】 

 法第22条の規定による。 

第22条 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)は、それ

ぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかか

わらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦か

ら申込みがあつたときは、その妊産婦に対し助産施設において助産を行わなければならな

い。ただし、付近に助産施設がない等やむを得ない事由があるときは、この限りでない。 

2 前項に規定する妊産婦であつて助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)

を希望する者は、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する助産施設その他厚生

労働省令の定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出しなければならない。この場

合において、助産施設は、厚生労働省令の定めるところにより、当該妊産婦の依頼を受けて、

当該申込書の提出を代わつて行うことができる。 

3 都道府県等は、第25条の7第2項第3号、第25条の8第3号又は第26条第1項第5号の規定による

報告又は通知を受けた妊産婦について、必要があると認めるときは、当該妊産婦に対し、助

産の実施の申込みを勧奨しなければならない。 

4 都道府県等は、第1項に規定する妊産婦の助産施設の選択及び助産施設の適正な運営の確

保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、当該都道府県等の設置する福祉事務

所の所管区域内における助産施設の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の

定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。 

 

備考  

 

設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



十和田市 法適用不利益処分個票 

1 

ID: 651  
担当部署: 健康福祉部 健康増進課  

処分の概要 母子保護の実施の解除 

法 令 名 

根 拠 条 項 
児童福祉法 第23条 

法 令 番 号 昭和22年法律第164号 

【基準】 

 法第23条の規定による。 

第23条 都道府県等は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が、配

偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福

祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者

及び児童を母子生活支援施設において保護しなければならない。ただし、やむを得ない事由

があるときは、適当な施設への入所のあつせん、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用

等適切な保護を行わなければならない。 

2 前項に規定する保護者であつて母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の

実施」という。)を希望するものは、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する

母子生活支援施設その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出

しなければならない。この場合において、母子生活支援施設は、厚生労働省令の定めるとこ

ろにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。 

3 都道府県等は、前項に規定する保護者が特別な事情により当該都道府県等の設置する福祉

事務所の所管区域外の母子生活支援施設への入所を希望するときは、当該施設への入所に

ついて必要な連絡及び調整を図らなければならない。 

4 都道府県等は、第25条の7第2項第3号、第25条の8第3号若しくは第26条第1項第5号又は売春

防止法(昭和31年法律第118号)第36条の2の規定による報告又は通知を受けた保護者及び児

童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、母子保護の実施の申込みを勧

奨しなければならない。 

5 都道府県等は、第1項に規定する保護者の母子生活支援施設の選択及び母子生活支援施設

の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、母子生活支援施設

の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行

わなければならない。 

 

備考  

 

設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



十和田市 法適用不利益処分個票 

1 

ID: 653  
担当部署: 健康福祉部 健康増進課  

処分の概要 児童等を社会福祉主事等に指導させる措置の解除 

法 令 名 

根 拠 条 項 
児童福祉法 第25条の7第1項第2号 

法 令 番 号 昭和22年法律第164号 

【基準】 

 法第25条の7第1項第2号の規定による。 

第25条の7 市町村(次項に規定する町村を除く。)は、要保護児童若しくは要支援児童及びそ

の保護者又は特定妊婦(次項において「要保護児童等」という。)に対する支援の実施状況を

的確に把握するものとし、第25条第1項の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児

童又はその保護者(以下「通告児童等」という。)について、必要があると認めたときは、次

の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 

(1) 略 

(2) 通告児童等を当該市町村の設置する福祉事務所の知的障害者福祉法(昭和35年法律第

37号)第9条第6項に規定する知的障害者福祉司(以下「知的障害者福祉司」という。)又は

社会福祉主事に指導させること。 

 

備考  

 

設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



十和田市 法適用不利益処分個票 

1 

ID: 853  
担当部署: 健康福祉部 健康増進課  

処分の概要 賠償受給による給付の制限 

法 令 名 

根 拠 条 項 
予防接種法 第18条第1項 

法 令 番 号 昭和23年法律第68号 

【基準】 

 法第18条第1項の規定による。 

 (損害賠償との調整) 

第18条 市町村長は、給付を受けるべき者が同一の事由について損害賠償を受けたときは、そ

の価額の限度において、給付を行わないことができる。 

 

備考  

 

設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



十和田市 法適用不利益処分個票 

1 

ID: 854  
担当部署: 健康福祉部 健康増進課  

処分の概要 賠償受給額相当額の返還命令 

法 令 名 

根 拠 条 項 
予防接種法 第18条第2項 

法 令 番 号 昭和23年法律第68号 

【基準】 

 法第18条第2項の規定による。 

 (損害賠償との調整) 

第18条  

2 市町村長は、給付を受けた者が同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の

限度において、その受けた給付の額に相当する金額を返還させることができる。 

 

備考  

 

設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



十和田市 法適用不利益処分個票 

1 

ID: 855  
担当部署: 健康福祉部 健康増進課  

処分の概要 不正受給者からの給付額の徴収 

法 令 名 

根 拠 条 項 
予防接種法 第19条第1項 

法 令 番 号 昭和23年法律第68号 

【基準】 

 法第19条第1項の規定による。 

 (不正利得の徴収) 

第19条 市町村長は、偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、国税徴収の

例により、その者から、その受けた給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収すること

ができる。 

 

備考  

 

設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



十和田市　法適用不利益処分個票

1

ID:　856　 
担当部署:　健康福祉部 健康増進課　 

 

処分の概要 予防接種の実費の徴収

 法 令 名 

根 拠 条 項
予防接種法　第28条

 
法 令 番 号 昭和23年法律第68号

 【基準】 

　法第28条の規定による。 

　(実費の徴収) 

第28条　定期の予防接種又は臨時の予防接種（特定Ｂ類疾病に係るものに限る。）を行った者

は、予防接種を受けた者又はその保護者から、政令の定めるところにより、実費を徴収する

ことができる。ただし、これらの者が、経済的理由により、その費用を負担することができ

ないと認めるときはこの限りでない。 

 備考

 

 設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 6 年 4 月 1 日



十和田市　法適用不利益処分個票

1

ID:　857　 
担当部署:　健康福祉部 健康増進課　 

 

処分の概要 障害年金の給付の額の改定

 法 令 名 

根 拠 条 項
予防接種法施行令　第15条

 
法 令 番 号 昭和23年政令第197号

 【基準】 

　政令第15条の規定による。 

　(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付

の額の変更) 

第15条　障害児又は法第16条第1項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害

の状態に変更があったため、新たに別表第1又は別表第2に定める他の等級に該当すること

となった場合においては、新たに該当するに至った等級に応ずる額を支給するものとし、従

前の給付は行わない。 

 備考

 

 設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 6 年 4 月 1 日



十和田市　法適用不利益処分個票

1

ID:　858　 
担当部署:　健康福祉部 健康増進課　 

 

処分の概要 命令に従わない場合の給付差止め

 法 令 名 

根 拠 条 項
予防接種法施行令　第16条第2項

 
法 令 番 号 昭和23年政令第197号

 【基準】 

　政令第16条第2項の規定による。 

　(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付

に係る診断及び報告) 

第16条　 

2　予防接種に係る年金たる給付を受けている者が、正当な理由がなくて前項の規定による命

令に従わず、又は報告をしないときは、市町村長は、予防接種に係る年金たる給付の支給を

一時差し止めることができる。 

 備考

 

 設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日 令和 6 年 4 月 1 日



十和田市 法適用不利益処分個票 

1 

ID: 1008  
担当部署: 健康福祉部 健康増進課  

処分の概要 感染症の病原体に汚染された場所の消毒の実費徴収 

法 令 名 

根 拠 条 項 
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第63条第1項 

法 令 番 号 平成10年法律第114号 

【基準】 

 法第63条第1項の規定による。 

 (費用の徴収) 

第63条 市町村長は、第27条第2項の規定により、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類

感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者がいる場所又はいた場所、

当該感染症に係る死体がある場所又はあった場所その他当該感染症の病原体に汚染された

場所又は汚染された疑いがある場所を消毒させた場合(第50条第1項の規定により実施され

た場合を含む。)は、当該患者若しくはその保護者又はその場所の管理をする者若しくはそ

の代理をする者から消毒に要した実費を徴収することができる。 

 

備考  

 

設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



十和田市 法適用不利益処分個票 

1 

ID: 1009  
担当部署: 健康福祉部 健康増進課  

処分の概要 ねずみ族、昆虫等の駆除の実費徴収 

法 令 名 

根 拠 条 項 
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第63条第2項 

法 令 番 号 平成10年法律第114号 

【基準】 

 法第63条第2項の規定による。 

 (費用の徴収) 

第63条 

2 市町村長は、第28条第2項の規定により、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症

又は四類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等を駆除さ

せた場合(第50条第1項の規定により実施された場合を含む。)は、当該ねずみ族、昆虫等が

存在する区域の管理をする者又はその代理をする者からねずみ族、昆虫等の駆除に要した

実費を徴収することができる。 

 

備考  

 

設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 



十和田市 法適用不利益処分個票 

1 

ID: 1010  
担当部署: 健康福祉部 健康増進課  

処分の概要 物件に係る措置の実費徴収 

法 令 名 

根 拠 条 項 
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第63条第3項 

法 令 番 号 平成10年法律第114号 

【基準】 

 法第63条第3項の規定による。 

 (費用の徴収) 

第63条 

3 市町村長は、第29条第2項の規定により、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、

四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いが

ある飲食物、衣類、寝具その他の物件を消毒させた場合(第50条第1項の規定により実施され

た場合を含む。)は、当該飲食物、衣類、寝具その他の物件の所持者から消毒に要した実費

を徴収することができる。 

 

備考  

 

設 定 年 月 日 令和 4 年 4 月 1 日 最終変更年月日  年  月  日 

 


